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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資することを目的に、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方の
指針として「コーポレートガバナンス基本方針」を制定し、当社ウェブサイトに掲載しています。

　　

コーポレートガバナンス基本方針

https://www.nipponpapergroup.com/ir/20210329CGC.pdf

当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営の透明性を一層高め、公正な経営を実現することを経営の最重要課題とします。業務
執行と経営の監督の分離を確保するため、執行役員制度を採用するとともに、取締役会の監督機能の強化に努めます。また、当社はグループの
経営の司令塔として、成長戦略を推進し、傘下事業をモニタリングし、コンプライアンスを推進します。

当社は、以下の方針を定め、より一層コーポレートガバナンスの強化に取り組んでまいります。

（１）当社は、株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組んでまいりま
す。

（２）当社は、社会的責任と公共的使命の重要性を認識し、株主、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとしたさまざまなステークホル
ダーとの適切な協働に努め、厳しい自己規律に基づき健全に業務を運営する企業文化・風土を醸成してまいります。

（３）当社は、ディスクロージャーポリシーを別途定め、非財務情報を含む会社情報の適切な開示を行い、企業経営の透明性の確保に努めてまい
ります。

（４）当社は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、取締役会の機能強化に取り組んでまいります。独立社外取締役の活用を進め、特に
役員の人事・報酬に関する手続きの透明性を確保するため、任意の委員会を設置し、独立社外取締役をその主要な構成員とします。取締役会全
体としての実効性に関する分析・評価を行い、取締役会の機能の向上に努めてまいります。

（５）当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との間で建設的な対話を行います。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コ―ドの各原則を実施しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当社は、「コーポレートガバナンス基本方針」（以下、「当社基本方針」といいます。）を定め、開示しています。

コーポレートガバナンス基本方針

https://www.nipponpapergroup.com/ir/20210329CGC.pdf

各原則に基づく開示については、以下のとおりです。

【原則１－４　株式等の政策保有に関する方針】

・当社基本方針第１１条をご参照ください。

・当社は、個別の政策保有株式について、保有するうえでの中長期的な経済合理性や、取引先との総合的な関係の維持・強化の観点からの保有
効果等について検証し、取締役会に毎年定期的に報告しています。

・中長期的な経済合理性や保有効果等を総合的に勘案し、保有の合理性が認められない銘柄については、損益状況等を勘案しながら、売却を実
施しています。

・当社は、当社基本方針第１１条第３項に記載のとおり、当社および投資先企業の企業価値を毀損するような議案には賛成しません。企業価値を
毀損するような議案として、具体的には次のような議案については特に慎重に議案に対する賛否を判断します。

・剰余金処分議案（財務の健全性及び内部留保とのバランスを著しく欠いている場合）

・取締役・監査役選任議案（重大なコンプライアンス違反等が発生した場合）

・組織再編議案

【原則１－７　関連当事者間取引の管理体制】

・当社基本方針第１０条をご参照ください。

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

・当社は、資産運用委員会を設置しており、資産運用委員会が年金運用についての報告を受け、モニタリングを実施しています。



・資産運用委員会の委員には、経理部門・財務部門等から、市場や投資に関する知識を有する人材を配置しています。

・個別の投資先選定や議決権行使は委託先金融機関へ一任しており、基金の受益者との間で利益相反が生じないようにしています。

【原則３－１　情報開示】

（１）企業グループ理念および中期経営計画

・当社ウェブサイトをご参照ください。

企業グループ理念

https://www.nipponpapergroup.com/about/mission/

中期経営計画2025

https://www.nipponpapergroup.com/ir/policy/plan/

（２）コーポレートガバナンス基本方針

・本報告書「１．１．基本的な考え方」および当社基本方針第２条をご参照ください。

（３）取締役および監査役の報酬等の決定に関する方針と手続

・方針については、当社基本方針第８条をご参照ください。取締役の報酬については本報告書「２．１．取締役報酬関係」もご参照ください。

・手続については、当社基本方針第９条をご参照ください。人事・報酬諮問委員会については本報告書「２．１．任意の委員会の設置状況、委員構
成、委員長（議長）の属性」もご参照ください。

（４）取締役候補者および監査役候補者の指名ならびに社長の選解任を行うに当たっての方針と手続

・取締役候補者および監査役候補者の指名の方針については、当社基本方針第５条および第６条をご参照ください。

・取締役候補者および監査役候補者の指名の手続については、当社基本方針第９条をご参照ください。人事・報酬諮問委員会については本報告
書「２．１．任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性」もご参照ください。

・社長の選解任についての手続は、上記の指名の手続と同様です。なお、社長には、当社基本方針第５条に定める取締役の資質が高い水準で求
められますが、社長の資質に疑義が生じる事態が発生した場合には、人事・報酬諮問委員会で審議し、その答申を受けて、取締役会で決議しま
す。

（５）取締役および監査役の個々の選任理由

・株主総会参考書類において、取締役・監査役の選任について各候補者の指名理由を開示しています。

第９７回定時株主総会招集ご通知

https://www.nipponpapergroup.com/ir/syosyututi20210528.pdf

【補充原則４－１－１　経営陣に対する委任の範囲の概要】

・当社基本方針第３条第１項および第２項をご参照ください。なお、当社は、取締役会規則において、取締役会付議基準を定めており、法令および
定款の規定に基づく決議事項のほか、経営理念、経営戦略、中期経営計画、年度予算、その他重要な方針等に関する事項は、取締役会が決定
すべきものとしています。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準および資質】

・当社基本方針第５条第２項をご参照ください。

【補充原則４－１１－１　取締役会の構成】

・当社基本方針第４条をご参照ください。

【補充原則４－１１－２　取締役・監査役における、他の上場会社の役員の兼任状況】

・事業報告および株主総会参考書類において、各取締役・監査役の他の上場会社との兼任を含む重要な兼職を開示しています。

第９７回定時株主総会招集ご通知

https://www.nipponpapergroup.com/ir/syosyututi20210528.pdf

・取締役または監査役の候補者を指名する際は、他の上場会社との兼任数を４社以内としています。

【補充原則４－１１－３　取締役会全体の実効性に係る分析・評価の結果の概要について】

・取締役会の実効性について取締役会が自ら分析・評価を行うため、取締役会事務局が取締役会の運営や取締役会における議論について、取
締役会メンバーにアンケートを行い、その結果を担当取締役が取締役会に報告することとします。取締役会は、報告内容の審議等を通じて取締役
会の実効性を分析・評価し、その結果に基づき、取締役会の実効性の向上に取り組みます。

・２０２０年度における分析・評価の結果の概要は、以下のとおりです。

・取締役会の実効性についてアンケート形式での自己評価を踏まえ、分析・評価を行った。「取締役会の構成」、「取締役会の付議事項」、「取締役
会の運営」、「取締役・監査役のトレーニング」、「社外役員への情報提供・支援体制」という５つの項目について、全体としておおむね適切であると
評価した。

・今回から「取締役会の議論」という項目を追加し、中長期的な観点を踏まえた議論が行われているかの評価をした。戦略案件や長期ビジョンにつ



いて取締役会で議論する機会を適宜確保しており、議論を通じて中長期の戦略課題に対する認識が深まり、取締役会の監督機能が向上してきて
いることを確認した。

・実効性評価を通じて得られた様々な意見や提言を踏まえ、報告事項の充実化、一層の審議時間の確保、取締役会資料の分かりやすさの向上な
ど、運営方法に改善を重ね、ガバナンスの強化を図りたい。

【補充原則４－１４－２　取締役および監査役の研修等の方針】

・当社基本方針第７条をご参照ください。

【原則５－１　株主等との建設的な対話に関する方針】

・当社基本方針第１３条をご参照ください。

・株主等との建設的な対話に関する取組みや方策等、詳細については本報告書「３．２．ＩＲに関する活動状況」をご参照ください。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド 9,693,600 8.36

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 9,327,200 8.05

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8,990,600 7.76

株式会社みずほ銀行 4,341,855 3.75

日本製紙従業員持株会 3,139,129 2.71

日本生命保険相互会社 2,473,165 2.13

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505103 2,296,181 1.98

大樹生命保険株式会社 2,258,900 1.95

日本製紙取引先持株会 2,087,500 1.80

株式会社日本カストディ銀行（信託口７） 1,793,200 1.55

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 パルプ・紙

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

藤岡　誠 他の会社の出身者 △

八田　陽子 その他

救仁郷　豊 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

藤岡　誠 ○

当社は藤岡氏を独立役員に指定しており
ます。

なお、同氏は、２０１５年まで日本軽金属
株式会社の業務執行者であり、当社は同
社からの仕入取引がありますが、その金
額は僅少（当社の仕入金額が、同社の売
上高に占める割合は、１％未満）です。ま
た、同氏は、２０１９年まで公益社団法人
新化学技術推進協会の専務理事であり、
当社は同協会に会費を支払っています
が、その金額は僅少（年間１００万円未
満）です。したがって、同氏についても独
立性が確保されております。

藤岡氏は、通商産業省（現経済産業省）におけ
る大臣官房審議官、アラブ首長国連邦駐箚特
命全権大使などを歴任された一方、民間企業
の経営幹部としてのご経験をお持ちであり、
官・民両方の経験を通じて培われた幅広い見
識と国際感覚を活かし、当社の取締役の職務
の執行について客観的な立場から監督と助言
をいただけると判断しております。また取引所
が規定する属性情報についての該当状況は、
同氏の独立性に影響を与えるものではありま
せん。したがって、当社は、同氏と一般株主と
の間に利益相反が生じる恐れがないと判断し
ております。



八田　陽子 ○
当社は八田氏を独立役員に指定しており
ます。

八田氏は、直接企業経験に関与された経験は
ありませんが、国際的な会計事務所における
豊富な経験と国際税務等に関する高い見識、
および当社社外監査役としての経験（２０１６年
６月～２０１９年６月）を活かし、当社取締役の
職務の執行について客観的な立場から監督と
助言をいただけるものと判断しております。また
同氏は、取引所が規定する独立性に影響を与
えうる事項に該当がありません。したがって、当
社は、同氏と一般株主との間に利益相反が生
じる恐れがないと判断しております。

救仁郷　豊 ○

当社は救仁郷　豊氏を独立役員に指定し
ております。

なお、同氏は、２０１７年まで東京ガス株式
会社の業務執行者であり、当社は同社か
らの仕入取引がありますが、その金額は
僅少（当社の仕入金額が、同社の売上高
に占める割合は、１％未満）です。した
がって、同氏についても独立性が確保さ
れております。

救仁郷氏は、東京ガス株式会社においてエン
ジニアリングや人事、調達、営業、海外事業な
ど幅広い分野に携わり、さらに同社の経営陣幹
部として経営の舵取りを担ってこられた豊富な
経験と幅広い見識を活かし、当社取締役の職
務の執行について客観的な立場から監督と助
言をいただけると判断しております。また取引
所が規定する属性情報についての該当状況
は、同氏の独立性に影響を与えるものではあり
ません。したがって、当社は、同氏と一般株主
との間に利益相反が生じる恐れがないと判断し
ております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

人事・報酬諮問委員
会

5 0 1 3 0 1
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

同上 5 0 1 3 0 1
社内取
締役

補足説明

当社の「コーポレートガバナンス基本方針」第９条をご参照ください。

https://www.nipponpapergroup.com/ir/20210329CGC.pdf

人事・報酬諮問委員会は、２０２０年度は２回開催されており、各委員の出席率は１００％となっております。検討内容は下記のとおりです。

なお、委員構成は代表取締役社長、総務・人事本部長および独立社外取締役となっております。

（１）役員人事

①取締役および監査役の候補者（株主総会決議事項）

②代表取締役、役付取締役および執行役員の候補者（取締役会決議事項）

資質や指名理由などに関し、その適切性を検討しました。

（２）役員報酬

会社の業績等の評価もふまえ、その適切性について検討しました。

なお、当該委員会は指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況



監査役と会計監査人は、年４回の定期会合のほか必要に応じ会合をもち、監査計画や監査報告について協議することにより、連携を図っていま
す。

監査役は経営監査室から監査結果等の報告を受けているほか、毎月１回情報交換会を実施しています。

概ね毎月１回程度開催される監査役と会計監査人のミーティングには経営監査室も出席し、監査計画・監査実績について情報を共有して連携を
図っています。

経営監査室と会計監査人は財務報告に係る内部統制の整備・運用状況評価に関し適宜ミーティングを実施し情報を共有して連携を図っていま
す。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

奥田　隆文 弁護士

青野　奈々子 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

奥田　隆文 ○
当社は奥田氏を独立役員に指定しており
ます。

奥田氏は、直接企業経営に関与された経験は
ありませんが、司法機関における豊富な経験
と、法律の専門家として培われた高い見識を当
社の監査に活かして、中立・客観的な視点で当
社取締役の業務執行状況を監査し、経営の健
全性および透明性の向上に貢献していただけ
ると判断しております。また同氏は、取引所が
規定する独立性に影響を与えうる事項に該当
がありません。したがって、当社は、同氏と一般
株主との間に利益相反が生じる恐れがないと
判断しております。

青野　奈々子 ○
当社は青野氏を独立役員に指定しており
ます。

青野氏は、幅広い分野の民間企業における取
締役・監査役の経験と、公認会計士として培わ
れた高い見識を活かして、中立・客観的な視点
で当社取締役の業務執行状況を監査し、経営
の健全性および透明性の向上に貢献していた
だけるものと判断しております。また同氏は、取
引所が規定する独立性に影響を与えうる事項
に該当がありません。したがって、当社は、同
氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れ
がないと判断しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名



その他独立役員に関する事項

当社は独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。なお当社は、社外取締役および社外監査役の候補者を決定する
際に、法令に定める社外性の要件（過去に当社および当社の子会社の取締役、使用人等となったことがないこと）に加え、東京証券取引所が定め
る独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないことも加味して、その独立性を判断しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

下記「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

連結報酬等の総額が１億円以上であるものが存在しないため、個別報酬の開示はしていない。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の「コーポレートガバナンス基本方針」第８条において、次のとおり定めています。

コーポレートガバナンス基本方針

https://www.nipponpapergroup.com/ir/20210329CGC.pdf

（１）取締役の月次報酬は、当社における職責に応じて基準額を定め、そのうち７０％を固定的に支給し、３０％については、原則として前事業年度
業績に応じて増減したうえで支給します。基準額は、外部の客観的な調査データを活用し、当社の業績、事業規模、経営環境等を考慮して決定し
ます。業績指標は、業績目標達成の動機づけとして有効に機能するように設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行います。また、月次報酬
のうち一定額を、役員持株会への拠出により当社株式の取得に当てます。なお、賞与、退職慰労金はありません。

（２）取締役については、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株
主と共有することで、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、株式給付信託による株式報酬を支給しま
す。株式報酬は、当社が拠出する金銭を原資として信託を通じて取得する当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を、当該信託
を通じて取締役に給付するものです。給付する株式数は、職責に応じたポイント数に基づき算出します。株式報酬の支給時期は、原則として取締
役の退任時とします。なお取締役の固定報酬、業績連動報酬、株式報酬の構成割合については、各報酬の目的を踏まえて適切に設定します。

（３）社外取締役および監査役については、月次報酬を固定的に支給します。なおその職責に鑑み、役員持株会への拠出は任意とします。

２．報酬決定手続き

当社の「コーポレートガバナンス基本方針」第９条において、次のとおり定めています。

コーポレートガバナンス基本方針

https://www.nipponpapergroup.com/ir/20210329CGC.pdf

（以下、報酬決定手続きに関する部分のみを抜粋して引用）

（１）当社は、コーポレートガバナンスの一層の充実を図るため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を主要な構成員とする人事・報酬諮
問委員会を設置します。

（２）人事・報酬諮問委員会は、当社の役員報酬体系等に関して、取締役会から諮問を受けて、その適切性等について検討し、会社の業績等の評
価も踏まえ、答申を行います。

（３）人事・報酬諮問委員会は、その委員を代表取締役社長、取締役総務・人事本部長および独立社外取締役で構成し、事務局は人事部長としま
す。

（４）人事・報酬諮問委員会は、同委員会の委員である独立社外取締役の適切な関与・助言を得ながら、検討を進めます。



（５）取締役会は、人事・報酬諮問委員会の答申を得て、取締役の報酬等の決定を行います。

３．取締役の月次報酬に関する業績連動に係る指標

（１）業績評価の基準は、７０％が連結業績、３０％が当社業績です。

（２）連結業績の指標は、売上高、営業利益、ＲＯＡの対中期経営計画増減率です。

（３）当社業績の指標は、当社決算のうち、売上高、経常利益及びＲＯＡの対前年増減率です。

４．当該業績連動に係る指標を選択した理由

業績評価のうち、売上高はトップラインの拡大を推進するため、営業利益および経常利益は収益性向上を目指すため、ＲＯＡは試算の有効活用を
促すために、それぞれ業績目標として選定しました。

５．当該業績連動報酬の額の決定方法

（１）人事・報酬諮問委員会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ながら、検討を進めます。

（２）取締役会が、人事・報酬諮問委員会の答申を得て、決定します。

６．株式報酬制度について

当社は、２０１９年５月１５日開催の取締役会において、新たに株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ（＝Ｂｏａｒｄ　Ｂｅｎｅｆｉｔ　Ｔｒｕｓｔ））」（以下「本制度」
といいます。）を導入することを決議し、本制度を２０１９年６月２７日開催の第９５回定時株主総会で決議いたしました。

【本制度の要点】

①本制度の対象者：取締役（社外取締役を除きます。）及び取締役を兼務しない執行役員等

②本制度の対象者に付与されるポイント数の上限：１事業年度当たり８０，０００ポイント（うち取締役分として２５，０００ポイント）（下記③の当社株
式等の給付に際し、１ポイント当たり当社普通株式１株に換算）

③本制度の対象者に対する当社株式等の給付時期：原則として退任時

その他の詳細については、当社ウェブサイトをご参照ください。

https://www.nipponpapergroup.com/news/mt_pdf/20191106myn209.pdf

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役に対しては、必要に応じて取締役会議案の説明を行うことなどを通じて、十分な情報提供を行っております。

社外監査役に対しては、内部統制システム構築の基本方針に基づき任命された監査役補助者である経営監査室員１名が、監査役会事務局とし
て社外監査役を補佐しております。

取締役会に先立ち開催する監査役会にて、社外監査役に対し議案の事前配布と事前説明を実施しております。

また、社外取締役および社外監査役に対して、主要会議の資料を随時送付しているほか、下記の「２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等
の機能に係る事項」に記載のとおり、経営層での月次決算情報の共有化を図るための月１回の経営執行会議および事業分野ごとの経営戦略な
どグループに関する重要事項について審議を行うグループ経営戦略会議にご出席いただく機会を確保しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

・相談役制度はございません。

・顧問制度は以下のとおりです。

　　【顧問制度概要】

　　(1) 対象　：　次に該当する者を特別顧問、常任顧問、顧問とする場合がある。

　　　　①特別顧問　…　会長・社長を退任した者

　　　　②常任顧問　…　副社長を退任した者

　　　　③顧問　　　　…　上記以外の役員を退任した者

　　(2) 選任方法　：　社長決裁による。

　　(3) 担当業務　：　社長から諮問があった場合、経験および知見に基づき助言。

　　(4) 勤務形態・条件　：　非常勤・報酬有

　　(5) 任期

　　　　①特別顧問　…　２年

　　　　②常任顧問　…　１年

　　　　③顧問　　　…　１年



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社およびグループ経営の基本方針および法令・定款で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監
督する機関として、取締役会があります。取締役会は、２０２０年度は１３回開催され、取締役の平均出席率は１００％です。監査役の平均出席率
は９８．０％です。

業務執行体制については、執行役員制度を採用することにより、責任と権限の明確化および執行の迅速化を図っております。

また、社長の業務執行を補佐するために、週１回、経営執行会議を開催し、重要な業務執行の審議を行っております。その構成メンバーは、原則
として、社長以下の取締役（社外取締役を除く）ならびに取締役でない本部長です。

なお、月１回、経営執行会議の出席者を、全工場長まで拡大し、経営層での月次決算情報の共有化を図っております。社外取締役および社外監
査役につきましても、当該経営執行会議へのご出席の機会を確保しております。

このほか、当社グループ全体の発展を期するため、グループ経営戦略会議を必要に応じて開催し、事業分野ごとの経営戦略などグループに関す
る重要事項について審議を行っております。その構成メンバーは、社内取締役および社内監査役、主要なグループ会社の社長、在京執行役員お
よび本部長です。社外取締役および社外監査役につきましても、当該グループ経営戦略会議へのご出席の機会を確保しております。

当社は監査役会設置会社です。監査役会は４名で構成されており、うち３名は財務会計に関する知見を有する監査役です。監査役は、取締役会
はじめ経営執行会議、グループ経営戦略会議などの重要な会議に出席し、取締役の業務執行について厳正な監視を行うほか、会社業務全般に
わたり適法・適正に行われているかを厳しく監査しております。

監査役会は、「日本製紙グループ監査役連絡会」を主宰し、主要グループ各社の監査役と監査方針・監査方法などを定期的に協議するほか、お
互いに情報交換を実施するなど連携強化を図り、グループ監査の充実に努めております。

内部監査につきましては、社長直属の経営監査室（１２名）が当社およびグループ各社の内部監査および財務報告に係る内部統制の整備・運用
状況評価を担当しております。

また当社は、会社法に基づく会計監査人にEY新日本有限責任監査法人を選任しております。同監査法人および当社の監査に従事する同監査法
人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。第９７期（２０２１年３月期）において業務を執行した公認会計士は、以下のとお
りです。

・業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名

　　 EY新日本有限責任監査法人　業務執行社員　中村　和臣

　　 EY新日本有限責任監査法人　業務執行社員　渡邉　正

　　 EY新日本有限責任監査法人　業務執行社員　川岸　貴浩

・監査業務にかかる補助者の構成　公認会計士２２名　その他２５名

　（注）その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者等です。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は監査役会設置会社です。当社の監査役は４名で、うち２名が社外監査役です。

当社の取締役は現在９名で、そのうち３名が社外取締役です。

当社の取締役会は、当社グループの事業に精通した取締役６名および独立性のある社外取締役３名で構成しております。社外取締役は、１名が
官僚出身の企業経営経験者、１名が会計事務所・税理士法人の実務経験者、もう１名が企業経営経験者であり、それぞれの専門的な知識・経験
などや、幅広い見識と国際感覚を活かし、当社の取締役の職務の執行について客観的な立場から監督と助言をいただけることを期待しておりま
す。取締役会においては、５名の独立性のある社外役員を含め、各取締役および各監査役が忌憚のない意見を述べて議論することで、相互牽制
機能を有効に働かせております。

また、執行役員制度を導入し、取締役会による経営全般の監督機能および意思決定機能と執行役員による個々の部門の業務執行を切り分け
て、責任と権限の所在を明確化し、経営監視機能のさらなる向上を図っております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
2021年６月29日開催の日本製紙株式会社第97回定時株主総会の招集通知は５月28日
に当社ウェブサイトに掲載。

電磁的方法による議決権の行使

議決権行使プラットフォームへの参加のほか、株主名簿管理人の電磁的方法による議決
権行使ウェブサイトから行使することができる。

第96回定時株主総会より、スマートフォン用議決権行使ウェブサイト「スマート行使」を採
用している。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

議決権行使プラットフォームへの参加のほか、株主名簿管理人の電磁的方法による議決
権行使ウェブサイトから行使することができる。

招集通知（要約）の英文での提供
当社ウェブサイトおよび当社が上場している証券取引所のホームページにおいて、招集
通知を英文で提供している。

その他

当社ウェブサイトに招集通知、決議通知、議決権行使結果の臨時報告書を掲載してい
る。

https://www.nipponpapergroup.com/ir/shareholder/meeting/

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

「情報開示基本方針（ディスクロージャー・ポリシー）」を策定し、当社ウェブサ

イトに掲載。

https://www.nipponpapergroup.com/ir/disclosure/policy/

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年度決算・各四半期決算発表後に説明会を開催。内容は、決算概要と経営戦
略等の説明。

年度決算時は代表者による説明実施。

第一、第二、第三四半期決算時は経理・ＩＲ担当による説明を実施している。

あり

IR資料のホームページ掲載
掲載情報：決算関連資料、統合報告書、有価証券報告書・四半期報告書、株
主通信（報告書）

https://www.nipponpapergroup.com/ir/library/2020/

IRに関する部署（担当者）の設置
担当役員：企画本部長 瀬邊　明

／担当部署：経営企画部 担当：上野　隆



その他

＜機関投資家・アナリスト向けの取組み＞

１．個別取材対応

２．経営者・経営幹部とのミーティング（国内外で開催、形式はワン・オン・ワン
やスモールミーティング＞

３．国内外カンファレンス

４．工場見学会等

＜個人投資家向けの取組み（不定期）＞

１．個人投資家向けＩＲイベントへの出展等

２．ＥメールによるＩＲ情報の配信（機関投資家・個人投資家両方）等

＜対話を補助する社内関係部門の有機的な連携＞

・経営企画部は、財務・経理部門、総務部門および広報部門と適宜、情報共有
や対応相談のための打合せを行い、十分な連携を確保したうえで、株主との
対話やＩＲ活動を行っている。

・ＩＲ活動に必要な情報は、営業本部、経理部、原材料本部その他の関係部門
から情報収集し、経営企画部でとりまとめている。

＜株主意見のフィードバック＞

・経営者・経営幹部および関係部門への「ＩＲ週報」を送付している。

・必要に応じ取締役会等への報告を行っている。

＜インサイダー情報の管理＞

・「日本製紙グループ内部者取引防止規則」に基づきインサイダー情報の管理
を徹底している。

・「情報開示基本方針（ディスクロージャー・ポリシー）」第４項に基づき決算公
表前の一定期間を沈黙期間としている。

https://www.nipponpapergroup.com/ir/disclosure/policy/

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

基本的な考え方を日本製紙グループ行動憲章・行動規範にて規定しています。

https://www.nipponpapergroup.com/csr/charter/

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

日本製紙グループのＣＳＲ活動を統括する組織としてＣＳＲ本部を設置し、環境、原材料調
達、製品安全、労働安全衛生をはじめとする様々な主管部門と連携をとりながらＣＳＲ活動
を推進しています。取り組み状況については、当社ウェブサイト、統合報告書およびＣＳＲ
報告書で報告しています。

当社ウェブサイト

https://www.nipponpapergroup.com/csr/

統合報告書

https://www.nipponpapergroup.com/ir/Integrated_Report_J2020.pdf

ＣＳＲ報告書

https://www.nipponpapergroup.com/csr/download/

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

「情報開示基本方針（ディスクロージャー・ポリシー）」を策定し、実践しています。

https://www.nipponpapergroup.com/ir/disclosure/policy/



その他

【女性の活躍推進】

女性の活躍推進については、「女性活躍推進法」に則り策定した行動計画に従って推進し
て参ります。具体的な目標や取組内容・実施時期等に関しましては、当社ウェブサイトにて
公表しております。

https://www.nipponpapergroup.com/csr/employee/



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システムに関する基本的な考え方

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他当社および当社子会社からなる企業集団の業務の適正を
確保するための体制

１．「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制」

（１）会社の業務執行が適正かつ健全に行われるため、取締役会は実効性ある内部統制システムの構築と法令および定款を遵守する体制を確立
する。

（２）監査役会は、内部統制システムの有効性と機能を監査する。

２．「当社および当社子会社の業務の適正を確保するための体制」

（１）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　法定文書、その他取締役の職務執行に係る文書については、文書管理規則などの定めるところに従い、適切に保存・管理する。

（２）当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社およびグループ会社の業務執行に係るリスクについては、リスクの個々の内容に応じて、主管する部署において必要な規則・ガイドラインを
制定するほか、マニュアルに基づく教育・訓練を実施するなどリスクの未然防止に努めるとともに、万一の発生の際には、親会社および子会社が
一体となり、当社グループとしての損失の拡大を防止するとともに、これを最小限にとどめるための必要な体制を整える。

（３）当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1)取締役会などの各機関、組織が、取締役会規則、決裁規則、職務分掌規則などの意思決定ルールにより、有効に機能し、適正かつ効率的に職
務の執行が行われる体制を確立する。

2)執行役員制度を導入し、取締役会による経営全般の監督機能および意思決定機能と執行役員による個々の部門の業務執行機能を切り分け
て、責任と権限の所在を明確化する。

3)事業（グループ各社）ごとに、３年間の中期計画を策定し、課題・目標を明確化するとともに、年度ごとにそれに基づく業績管理を徹底して行う。

4)当社グループ全体の発展を期するため、経営戦略会議を必要に応じて開催し、事業分野ごとの経営戦略などグループに関する重要な事項につ
いて審議を行う。

（４）当社および当社子会社の使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

1)「日本製紙グループ行動憲章」および「日本製紙行動規範」を制定し、コンプライアンスの周知・徹底を図る。

2)経営監査室は、内部監査規則などに基づき、当社およびグループ会社の内部監査を行う。

3)当社グループの内部通報制度として「日本製紙グループヘルプライン」を構築し、厳正に運用する。

（５）当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

1)グループの業務執行の適正を確保するため、グループ会社経営管理基本方針および関係会社業務規則を定め、当社への決裁申請、事前・事
後報告制度などにより、グループにおける経営管理を適正に行う。

2)監査役は、当社の監査役会に加えて、当社の主要グループ会社の監査役で組織する「日本製紙グループ監査役連絡会」を主宰し、監査方針、
監査方法などを定期的に協議するほか、情報交換を実施するなど連携強化を図り、グループにおける業務執行の適正を確保する。

3)関係会社社長会を適宜開催し、主要グループ会社の現状と課題について報告を受ける。

（６）監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関
する事項

1)監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任命する。なお、その人事については、監査役会の事前の同意を
要する。

2)監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役からの指示に従い、その指示に係る業務に優先的に従事することとする。

（７）取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われるこ
とを確保するための体制

1)取締役、執行役員および使用人は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼすおそ
れのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役会に報告する。また、監査役はいつでも取締役、執行役員および使用人に対して報告を求めること
ができる。

2)その他、監査役に会社の情報が適正に伝わるよう、取締役、執行役員および使用人からの報告に限らず、会計監査人、顧問弁護士などとも密



に情報交換が行える環境を整備する。

3)代表取締役は、監査役と可能な限り会合を持つなど意思の疎通に努める。また、監査役の求めに応じて、重要な会議への監査役の出席を確保
する。

4)監査役は、「日本製紙グループ監査役連絡会」において、グループ会社の監査役から、当該会社の役職員から受けた報告の内容について、説
明を受ける。

5)当社の「日本製紙グループヘルプライン」の担当部署は、当社グループの役職員からの内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対し
て報告する。

6)「日本製紙グループヘルプライン」の運用に関する規則を定め、内部通報制度の利用者に対して不利益な取扱いを行わないこと、および不利益
な取扱いを行った者に対しては社内処分を課すことができる旨を明記する。

7)当社は、監査役が定める監査計画に基づき、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。

8)当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用または
債務を処理する。

（８）当社および当社子会社の財務報告の信頼性を確保するための体制

　財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制に関する規則に基づき、財務報告に係る内部統制の整備および運用を適切に行
う。また、その有効性を継続的に評価し、必要な改善策を実施する。

（９）当社および当社子会社の反社会的勢力排除に向けた体制

　反社会的勢力・団体とは一切の関係を持たない。不当な要求に対しては毅然とした対応をとる。また、必要に応じ外部の専門機関とも連携をとり
対応する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力排除に向けた基本方針

反社会的勢力・団体とは一切の関係を持たない。不当な要求に対しては毅然とした対応をとる。また、必要に応じ外部の専門機関とも連携をとり
対応する。

反社会的勢力排除に向けた体制整備の状況

（１）対応統括部署の設置

反社会的勢力対応統括部署を総務部とする。

（２）情報の収集と整理

対応統括部署は、不当要求等に関する情報を収集し一元的に管理する。また、各部署における取引先チェックの結果として得られた情報を蓄積
し、整理して、社内で活用する。

（３）外部専門機関との連携

警察署、暴力団追放運動推進都民センター、警視庁管内特殊暴力防止対策連合会などの外部専門機関と連携するため、平素から連絡体制を構
築し情報交換を行う。

個別事案に関しては、弁護士と相談し、あらゆる法的措置を活用する。

（４）対応マニュアルの整備状況および研修活動の実施状況

「反社会的勢力排除のためのガイドライン」を制定し、取引先チェックなどの具体的な取組み方法を定める。ガイドラインの内容を研修活動により
周知徹底し、全社を挙げて反社会的勢力排除に取り組む。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

当社は、２００７年の導入以来、株主総会における承認を得て買収防衛策を更新してまいりましたが、国内外の機関投資家をはじめとする株主の
皆さまのご意見や、買収防衛策を巡る近時の動向など、外部環境の変化を踏まえ慎重に検討を重ねた結果、２０１８年５月１５日に開催された取
締役会において、買収防衛策を更新せず廃止することを決議しました。そのため、２０１８年６月２８日開催の当社第９４回定時株主総会終結の時
をもって、有効期間満了により廃止しております。

なお当社は、買収防衛策の有効期間満了後も、引き続き、当社の企業価値ひいては株主全体の利益の向上に向けた取り組みに努めるとともに、
当社株式に対する大規模買付行為が行われる場合には、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するために必要かつ十分な情報
の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見を開示する等、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいりま
す。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示に係る体制

　

１．情報の収集・管理

当社グループの会社情報は、当社企画本部、総務・人事本部、管理本部およびＣＳＲ本部が把握し、責任を持って管理しています。

（１）当社の会社情報

当社企画本部、総務・人事本部、管理本部、およびＣＳＲ本部が管理する。

（２）グループ各社の会社情報

グループ各社における情報集約・管理部門が情報を集約したうえで、速やかに当社企画本部および当社関係各部門に報告する。

グループ各社から報告を受けた情報は、報告を受けた当社企画本部および当社関係各部門が管理する。

（３）当社およびグループ各社の決算情報

当社管理本部が管理する。

当社およびグループ会社から経営上重要な会社情報の報告を受けた当社企画本部および当社関係各部門は、当該情報を速やかに、情報取

扱責任者（ＣＳＲ本部長）に報告します。また同時に、外部公表開示担当部署であるＣＳＲ本部広報室に連絡します。

２．情報の適時開示の必要性判断

情報取扱責任者およびＣＳＲ本部広報室は、証券取引所の適時開示規則等に基づき、適時開示の必要性について当該情報担当部門および必

要に応じ関係各部署と協議し、判断します。

３．情報の公表開示

適時開示が必要と判断した会社情報については、決定事実及び決算情報については機関決定後、発生事実については代表取締役社長の承認
を経た後、遅滞無くＣＳＲ本部広報室が開示を行います。

４．内部者情報の適正管理

当社およびグループ各社は、それぞれの定める内部者取引防止規則等に基づき、未公表の会社情報の厳重な管理を徹底し、内部者取引の未

然防止に努めております。



【参考１】コーポレート・ガバナンス体制の模式図
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【参考２】適時開示体制概要の模式図
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